
「小規模多機能型居宅介護」 

「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」 

重  要  事  項  説  明  書  

2021 年  月 日現在 

 

１．事業の目的  

 事業者は、介護保険法令に従い、利用者が住み慣れた地域で可能な限り暮らし続けられるような生活 

の支援を目的として、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及び 

その置かれている環境を踏まえ、利用者に対し通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを柔軟に組み 

合わせて指定介護予防小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護サービスを提供します。 

 

２．経営法人の概要 

法人名      社会福祉法人    心愛会 

所在地      福島県郡山市緑ヶ丘東六丁目２６番地２ 

代表者役職・氏名      理事長    三  瓶  英 才 

事業の概要 

指定介護老人福祉施設  特別養護老人ホーム ハーモニーハウス 

指定短期入所生活介護事業所  特別養護老人ホーム ハーモニーハウス 

軽費老人ホーム     ケアハウス     ハーモニーあいづ 

 

３．事業所の概要 

事業所名   ハーモニー猪苗代（指定介護予防小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護） 

所在地      福島県耶麻郡猪苗代町字城南１３１－１ 

介護保険事業所番号      第 ０７９２５３００４０ 号 

管理者及び連絡先    管理者  黒石 拓巳  TEL ０２４２－７２－００５１  

登録定員    ２５名 

利用定員 
   通いサービス １日 １５名 

   宿泊サービス １日  ９名 

 

４．事業所の職員体制等 

職種 従事するｻｰﾋﾞｽ種類・業務 

人員 

（認知症対応型共同生活介護・ 

小規模多機能型居宅介護 合計） 

勤務体制 

管理者  利用者・業務の管理 
１名 

（小規模多機能型居宅介護） ６：３０～１５：３０ 

７：００～１６：００ 

７：３０～１６：３０ 

８：３０～１７：３０ 

９：００～１８：００ 

１０：３０～１９：３０ 

１３：００～２２：００ 

２１：３０～６：３０ 

２２：００～７：００ 

介護支援専門員 サービス計画書の作成 
１名 

（小規模多機能型居宅介護） 

計画作成担当者 サービス計画書の作成 
2 名 

（認知症対応型共同生活介護） 

看護職員 健康管理 2 名 

介護職員 入浴・排泄・食事等介助 17 名 



５．設備の概要 

室 名 室 数              備        考 

宿泊室   個室  ９室  

食堂・居間          １室  

大浴室 １箇所 一般浴室・ ※併設事業所と共用 

トイレ       ３箇所  

倉庫 ２箇所  

押入 １箇所  

事務室 １室 ※併設事業所と共用 

休憩室 １室 ※併設事業所と共用 

汚物処理室 １室  

 

６．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域  猪苗代町 

   ※上記以外の地域の方はご相談ください。 

 

（２）営業日及び営業時間 

営業日 年中無休 

通いサービス 
月～日 6：00～22：00 施設送迎  

滞在時間の延長は可能ですが、家族様の協力が必要です。 

宿泊サービス 
月～日 22：00～6：00  

※時間についてはご相談ください。 

訪問サービス 随時 

 

７．事業所が提供するサービスと利用料金 

  当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

  当事業所が提供するサービスについて、以下の２つの場合があります。 

 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

   （介護保険の給付の対象となるサービス） 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

   （介護保険の給付対象とならないサービス） 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条参照） 

   以下のサービスについては、利用料金の９割が介護保険から給付され、利用者の自己負担は費用全体の

１割の金額となります。ア～ウのサービスを具体的にそれぞれどのような頻度、内容で行うかについては、

ご契約者と協議の上、指定介護予防小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護計画に定めます

（（５）参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜サービスの概要＞ 

 ア 通いサービス 

  事業所のサービス拠点において、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の支援や機能訓練を提供します。 

  

①食事 

 ・食事の提供及び食事の介助をします。 

・調理場で利用者が調理することができます。 

 

 ②入浴 

 ・入浴または清拭を行います。 

 ・衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身の介助を行います。 

 

 ③排せつ 

 ・利用者の状況に応じて適切な排せつの介助を行うとともに、排せつの自立についても適切な援助を行い 

ます。 

 

 ④機能訓練 

 ・利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。 

 

 ⑤健康チェック 

 ・血圧測定等利用者の全身の状態の把握を行います。 

 

 ⑥送迎サービス 

 ・ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。 

 

 イ 訪問サービス 

 ・利用者の自宅にお伺いし、必要に応じて食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を提供し 

ます。 

 ・訪問サービスの提供にあたって、次に該当する行為はいたしません。 

   ①医療行為 

   ②ご契約者もしくはその家族等からの金銭または高価な物品の授受 

   ③飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 

   ④ご契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

   ⑤その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

 

 ウ 宿泊サービス 

 ・事業所に宿泊していただき、日常生活上の支援等を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜サービス利用料金＞（契約書第５条参照） 

ア  通い・訪問・宿泊（介護費用分）すべてを含んだ一月単位の包括費用の額 

 

 利用料金は１ヶ月ごとの包括費用（定額）です。 

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額

（自己負担額）をお支払いください（サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります）。 

 

１．お客様の

要介護度と

サービス利

用料金 

要支援１ 

34.380円 

要支援２ 

69.480円 

要介護１ 

104.230円 

要介護２ 

153.180円 

要介護３ 

222.830円 

要介護４ 

245.930円 

要介護５ 

271.170円 

２．サービス

利用に係る

自己負担額

（１割） 

3.438円 6.948円 10.423円 15.318円 22.283円 24.593円 27.117円 

３．サービス

利用に係る

自己負担額

（２割） 

6.876円 13.896円 20.846円 30.636円 44.566円 49.186円 54.234円 

４．サービス

利用に係る

自己負担額

（３割） 

10.314円 20.844円 31.269円 45.954円 66.849円 73.779円 81.351円 

 

 ※ 月ごとの包括料金ですので、契約者の体調不良や状態の変化等により指定介護予防小規模多機能型居宅

介護、小規模多機能型居宅介護計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、または指定介護予防小規

模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護計画に定めた期日よりも多かった場合であっても、日割り

での割引または増額はいたしません。 

 ※ 月途中から登録した場合または月途中から登録を終了した場合には、登録した期間に応じて日割りした

料金をお支払いいただきます。なお、この場合の「登録日」及び「登録終了日」とは、以下の日を指しま

す。 

  登録日･･･利用者が当事業所と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問、宿泊のいずれかのサービスを

実際に利用開始した日 

  登録終了日･･･利用者と当事業所の利用契約を終了した日 

 

※ ご契約者がまだ要支援、要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支

払いいただきます。要支援、要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻され



ます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載

した「サービス提供証明書」を交付します。 

 

※ ご契約者に提供する食事及び宿泊に係る費用は別途いただきます。（下記（２）ア及びイ参照） 

※ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。 

 

 

イ 加算 

                          （ ）内は 2 割負担、【 】内は 3 割負担の場合   

１．加算対象サービスとサービス料金 
初期加算（３０日まで） 

３０円（１日あたりの自己負担） 

２．認知症加算料金  

①認知症日常生活自立度Ⅲ以上 

（医師の意見書参照） 

②要介護２に該当し認知症日常生活自立度Ⅱに

該当  （認知症加算料金 医師の意見書参照） 

 

①８００円（１月あたりの自己負担） 

②５００円（１月あたりの自己負担） 

３．看護職員配置加算 

①看護職員配置加算（Ⅰ） 

常勤専従の看護師 1 名以上配置 

②看護職員配置加算（Ⅱ） 

常勤専従の准看護師 1 名以上配置 

①９００円（１月あたりの自己負担） 

②７００円（１月あたりの自己負担） 

４．サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

（介護福祉士 40％以上、常勤職員 60％以上、 

勤続年数 7 年以上 30％以上、いずれか 1 以上

満たす） 

（１月あたりの自己負担） 

350 円（700 円）【1050 円】 

５．介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
所定単位数より算定した単位数の１０００分

の１０２に相当する単位数 

6. 介護職員特定処遇改善加算（Ⅱ） 
所定単位数より算定した単位数の１０００分 

の相当する単位 

 

（２）介護保険の給付の対象とならないサービス（契約書第５条参照） 

  以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

 

＜サービス利用料金＞ 

 

 ア 食事の提供（食事代） 

   ご契約者に提供する食事に要する費用です。 

   料金：１食 ４５０円 

 

 イ 宿泊に要する費用 

   ご契約者に提供する宿泊サービスの宿泊に要する費用です。 

   料金：１泊 １，５００円 

 

 ウ 教養娯楽費 

   入居者のご希望によりレクリエーションやクラブ活動等に積極的に参加していただくことができます。 

利用料金 材料費は自己負担となります。（例）花、習字、絵画、手芸等 

 ※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場

合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２ヶ月前までにご説明します。 

 

 ※介護保険法の改正による変更については、文書により通知しご説明致します。 



エ 電気製品持込使用料 

    全室個室のためお客様の希望により必要とされる電気製品使用料は自己負担となります。 

    テレビ  日額 １６円 

    電気毛布 日額 １６円 ※電気毛布は貸し出しとなります。 

    冷蔵庫  日額 ５０円 

  ※上記以外にご希望される製品については、ご相談を受けるとともに料金の同意を得るものと 

致します。 

 

（３）利用料金のお支払方法 

      毎月１日～月末で利用料を計算し、利用者から指定された金融機関より翌月２５日の自動引落しと 

なります。土日祝日の場合は、翌営業日に引落しとなります。 

 

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第６条参照） 

  ○指定介護予防小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護サービスは、指定介護予防小規模多機

能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護計画に定められた内容を基本としつつ、契約者の日々の様態、

希望等を勘案し、適時適切に通いサービス、訪問サービス、または宿泊サービスを組み合わせて介護を

提供するものです。 

  ○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、指定介護予防型小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型

居宅介護サービスの利用を中止または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。

この場合には原則としてサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

  ○７．（１）の介護保険の対象となるサービスについては、利用料金は１ヶ月ごとの包括費用（定額）の

ため、サービスの利用回数等を変更された場合も１ヶ月の利用料金は変更されません。ただし、７．（２）

の介護保険の対象外のサービスについては、利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用

の中止の申し出をされた場合、キャンセル料をいただく場合があります。ただし、ご契約者の体調不良

等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

  ○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により契約者の希望する日時にサービ

スの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 

 

（５）指定介護予防小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護計画について 

   指定介護予防小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護サービスは、利用者一人ひとりの人格

を尊重し、住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加

を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サー

ビス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、地域での暮らしを支援するものです。 

   事業者は、ご契約者の状況に合わせて適切にサービスを提供するために、ご契約者と協議の上で、指定

介護予防小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護計画を定め、またその実施状況を評価します。

計画の内容及び評価結果等は書面に記載してご契約者に説明の上交付します。 

 

８．事故発生時の対応方法 

サービス提供にあたり、事故・体調の急変等が生じた場合は、家族、救急機関等に連絡します。事故対

策マニュアルに従い、緊急連絡等を行います。また利用者に対し健全な環境の下で安全と安心に重点をお

き、住まいとしての環境を整え利用者の心身の状況を十分に把握した上で、従事者一人一人が万全の注意

と配慮を行い、事故防止に努めます。 

 

９．秘密保持 

事業者及びサービス従事者は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護サービ

スを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しま

せん。この守秘義務は、契約が終了した後も継続します。 

事業者は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報

を提供できるものとします。 

 

 



10．損害賠償責任 

（１）損害賠償責任 

事業者は、契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた

損害について賠償する責任を負います。 

ただし、利用者に故意または過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当

と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。 

（２）損害賠償がなされない場合 

事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下に該当する

場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。 

① 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、ま

たは不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

② 利用者がサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、

または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

③ 利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを起因しない事由にもっぱら起因して損

害が発生した場合 

④ 利用者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損

害が発生した場合 

 

11．運営推進会議の設置 

   当事業所では、指定介護予防小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、サー

ビスの提供状況について定期的に報告するとともに、その内容等についての評価、要望、助言を受けるた

め、下記のとおり運営推進会議を設置しています。 

    

 

＜運営推進会議＞ 

構 成：利用者、利用者家族、地域住民の代表者、市町村職員、地域包括支援セン

ター職員、指定介護予防小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介

護について知見を有する者等 

開 催：隔月で開催。 

会議録：運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について記録を作成します。 

 

12．協力医療機関等 

（１）協力医療機関 

名 称 医療法人社団大志会 矢吹医院 

代表者 院長   矢吹 孝志 

科 目 内科、小児科 

所在地 福島県耶麻郡猪苗代町字古城町９９－１ 

連絡先 ０２４２（６２）２１６９ 

 

 

 

 

 

 

 



（２）バックアップ施設 

名 称 特別養護老人ホーム ハーモニーハウス 

代表者 施設長  大堀 よし子 

所在地 大沼郡会津美里町大石字下川原１番地１ 

連絡先 ０２４２（５７）１６２０ 

 

13．非常災害対策 

     施設の消防計画書に沿って、防災訓練を実施いたします。 

 

14．相談窓口、苦情の対応 

サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

苦情解決責任者 管理者 黒石 拓巳 

苦情受付担当者 チームリーダー 渡部 秀司 

第三者委員 

委員長  栗城 和夫 

０２４２－２５－３７７４ 

副委員長 長峯 栄一 

０２４－９４２－５７９０ 

受付時間 随時対応 

連絡先 
ＴＥＬ  ０２４２－７２－００５１ 

ＦＡＸ  ０２４２－７２－００５２ 

 

上記以外の相談窓口 

法人で解決できない苦情は、下記に申し立てることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県運営適正化委員会 

（社会福祉法人福島県社会福祉協議会内） 

 福島市渡利字七社宮１１１ 

 ＴＥＬ ０２４（５２３）２９４３ 

 月～金曜日の午前９時～午後５時 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15．サービス利用にあたっての留意事項 

  ○サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。 

  ○事業所内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じ

た場合、弁償していただく場合があります。 

  ○他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。 

  ○所持金品は、自己の責任で管理してください。 

  ○事業所内で他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。 

福島県国民健康保険団体連合会 

福島県福島市中町 3番 7号  

 ＴＥＬ ０２４（５２８）００４０（苦情相談窓口専用電話） 

 午前９時～午後４時まで（土・日・祝日を除く） 

猪苗代町役場保健福祉課 高齢者福祉係 

〒969-3123 福島県耶麻郡猪苗代町字城南 100 

 ＴＥＬ ０２４２（６２）２１１５ 

 午前８時３０分～午後５時１５分まで（土・日・祝日を除く） 


